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令和６年度定期監査の結果に基づく措置について（通知） 

 

 

 令和６年度定期監査の結果に基づき講じた措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１９９条第１４項の規定に基づき、別紙のとおり通知します。 



項目 監査結果 措置内容 担当局部課等名

重要物品に
おける物品
処理手続き
の漏れ

　重要物品である冷暖房機の取替えを実施した際に、和
歌山市物品管理規則に基づく物品処理手続きを見落と
し、重要物品補助簿などの台帳に手入れ漏れが見受けら
れたので、今後このようなことがないよう適正に処理さ
れたい。

　指摘後、重要物品の保管状況に変更が生じた場合は、
物品処理届などの必要な処理手続きを行うとともに、重
要物品補助簿などの台帳の手入れを行うことを徹底して
います。今後は、重要物品補助簿と重要物品の照合を適
正に実施し、処理手続き漏れなどが発生しないよう、事
務処理を実施します。

教育委員会
教育学習部
教育政策課
楠見西小学校

定期監査結果に基づく措置内容
（監査実施年度：令和６年度）
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